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■平成１７年度浄化槽の設置希望者を募集します■ 
町では、家庭の生活雑排水の処理のために、公共下水道区域、農業集落排水区域以外の地域を浄化槽区域に定め、

平成１５年度から年次的に浄化槽を設置しています。 

平成１７年度に浄化槽の設置を希望される方は、役場(法勝寺庁舎)上下水道室に申請書を提出してください。用

紙は上下水道室に用意していますので認印をご持参ください。 

 

１．平成１７年度は、５０基の設置を予定しています。申し込み順に受け付けます。 

２．浄化槽設置工事負担金(分担金)は、一括納付で30万円（３年分割納付の場合は31万円）です。 

３．浄化槽を設置すれば、1年以内に宅内工事を行い、浄化槽に接続することが条件です。 

４．以前のアンケート調査で、設置希望年度を平成１８年度以降にされている方でも構いません。 

５．すでに申請書を提出されている方は必要ありません。 

 

【問い合わせ先】 上下水道室（法勝寺庁舎） ℡６６－４８０７ 

担当：荊尾
かたらお

   田村            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 馬佐良簡水・上長田簡水・東長田簡水・八

金簡水・入蔵簡水・赤谷簡水・笹畑大河内

簡水・与一谷鍋倉簡水・営業用 

下水道料  水道料の徴収区域以外の部落 

 

処分される場合は再生資源ごみとしてリサイクルしましょう。
 
 
 情報 なんぶ
＜西伯地区＞                    

        

 

税  金     国民健康保険税    第１０期  
水道料     東西町・天津地区全域・大国の一部（原・

北方・長田・猪小路・小原・田園ハイツ）
 
３月の税金・上下水道料金                           

納期限  ３月３１日（木）（口座振替の方は３月３０日（水）までに、通帳残高の確認をお願いします。） 

http://www.town.na.net/
mailto:soumu@town.saihaku.tottori.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    

■南部町誕生記念式典のおしらせ■ 
 南部町の誕生を記念して、つぎのとおり誕生記念式典を行います。式典には、一般席も準備していますので、

お誘い合せのうえご参加ください。なお、駐車場に限りがありますのでマイクロバスをご利用ください。 

【日 時】 平成１７年３月２７日（日）１３：３０～ 

【場 所】 ふるさと交流センター（南部町福成１４５５番地） 

【内 容】 式典 

      意見発表会（小学生・中学生） 

【記念講演】 「新しい町づくりと地域の自立」  

講師：鳥取県知事 片山 善博 氏 

【問い合わせ先】 総務課（法勝寺庁舎）℡６６－３１１２ 

         担当：田辺  

            

 

 

 

マイクロバス運行表 

便名 法勝寺庁舎便  天萬庁舎便 

行き 1 便 12:20 法勝寺庁舎 1 便 12:20 総合福祉センターいこい荘 

  12:24 西伯病院前  12:23 天萬庁舎 

  12:27 上阿賀バス停  12:30 ふるさと交流センター 

  12:30 つくし保育園前      

  12:35 ふるさと交流センター      

行き 2 便 12:45 法勝寺庁舎 2 便 12:40 総合福祉センターいこい荘 

  12:49 西伯病院前  12:43 天萬庁舎 

  12:52 上阿賀バス停  12:50 ふるさと交流センター 

  12:55 つくし保育園前      

ふ
る
さ
と
交

流
セ
ン
タ
ー 

（  は信号） 
至安来市伯太町 

至法勝寺 

至米子 

至天萬 

至大袋 

式典場所 
   13:00 ふるさと交流センター      

      

帰り 1 便 16:00 ふるさと交流センター 1 便 16:05 ふるさと交流センター 

  16:05 つくし保育園前  16:12 天萬庁舎 

  16:08 上阿賀バス停  16:15 総合福祉センターいこい荘 

  16:11 西伯病院前      

  16:15 法勝寺庁舎      

帰り 2 便 16:25 ふるさと交流センター 2 便 16:30 ふるさと交流センター 

  16:30 つくし保育園前  16:32 天萬庁舎 

  16:38 上阿賀バス停  16:40 総合福祉センターいこい荘 

  16:41 西伯病院前      

  16:45 法勝寺庁舎      

 

◇不用犬の引取は第３水曜日（町民生活課 ℡66-3114 へ） ◇毎月第 3 日曜日は家庭の日です。 


